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0-1[事業内容] CO2排出量の増大に対する緩和の見通しについて 

 

【質問】 

トランジションの手段としての位置づけだが、新たに CO2 排出量が増大することに対して、

今後どう緩和する見通しなのか示してほしい。 

 

【回答】 

脱炭素化に向けた天然ガスと水素の混焼発電や CCS等の採用について、水素や CCS等の技術

進展や経済性を踏まえて時期や内容について検討し、見通しを準備書以降の図書に記載いたし

ます。 
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12-1[土壌] 高濃度の汚染土壌の取扱いについて 

 

【質問】 

土壌汚染対策法に基づく区域指定の情報によると、調査データが無いことにより「みなしに

よる区域指定」という説明であった。 

高濃度の土壌汚染である可能性も想定されるため、周囲への汚染拡散や水域の汚染などが懸

念されるので、その取扱いについて具体的に説明してほしい。 

 

【回答】 

川崎市の形質変更時要届出区域台帳より、現在の対象事業実施区域内の形質変更時要届出区

域の指定状況が以下のとおりであることを確認しました。 

 

①試料分析の結果により指定された形質変更時要届出区域 

１区画のみ、水銀及びその化合物の溶出量（0.0064 mg/L）が第二溶出量基準（0.005 mg/L

以下）に適合していない（当該区画は、海域から約 300m離れた位置） 

 

②試料採取を省略したことにより指定された形質変更時要届出区域 

調査が必要な物質のうち、第一種特定有害物質については第二溶出量基準不適合として、

第二種特定有害物質については、第二溶出量基準および含有量基準不適合として取り扱う 

 

本事業の工事にあたっては、土地を賃借した際の形質変更時要届出区域の指定状況に応じて、

着工前に「形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書」（土対法第 12条）およ

び（施工方法に応じて）「汚染土壌の区域外搬出届出書」（土対法第 16条）を提出することと

なります。これらの届出書において、施工方法、飛散防止対策、運搬方法等を示し、環境省令

の基準への適合性について川崎市の確認を受けた上で、周囲への汚染拡散や水域の汚染などが

ないよう適切に工事を実施いたします。 
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川崎市の形質変更時要届出区域台帳より抜粋 

（指-65号）

 

 

 

 

  

水銀及びその化合物 

 分析結果：0.0064mg/L 
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（指-68号） 
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環境影響評価選定項目への「土壌汚染」の追加について 

 

1月 27日の審査会において口頭にて説明いたしました、方法書の届出以降に再考し、環境影響

評価の項目として「土壌汚染」を追加して選定することについて、その経緯等を説明いたします。 

 

「土壌汚染」の項目については、本事業では工事中および運転開始後に土壌汚染の原因となる

物質は使用しないことから、環境影響評価法に基づく方法書においては評価項目に選定しないも

のの、川崎市環境影響評価等技術指針を踏まえ、川崎市環境影響評価に関する条例に基づく法対

象条例方法書において評価項目に選定しておりました。 

他方で、対象事業実施区域の一部が形質変更時要届出区域に指定されていることから、工事の

際は、工事を行う範囲における土壌汚染の状況を確認した上で、土壌汚染対策法等に基づき対策

を実施いたします。 

この事業特性を踏まえ、「土壌汚染」の項目を環境影響評価法に基づく評価の項目に選定する

ことに整理し直し、準備書以降の図書に反映することといたしました。「環境影響評価の項目の

選定（第 6.1-2表）」および「環境影響評価の項目として選定する理由（第 6.1-3表）」の修正

記載案、ならびに「調査、予測及び評価の手法（第 6.2-3表）」への追加記載案は以下のとおり

です。なお、表番号は準備書以降の図書作成時に再考いたします。  
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注：方法書から修正、追記する箇所は赤文字で示しています。  
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注：方法書から修正、追記する箇所は赤文字で示しています。  
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注：方法書から修正、追記する箇所は赤文字で示しています。 


